
議案第 47 号 

 

   生駒市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成２０年３月２４日 

                       生駒市長 山 下  真   

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例 

生駒市行政組織条例（平成２年３月生駒市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「、部及び局」を「及び部」に、「企画財政部」を「総務部」に、「 

「福祉健康部            

              生活環境部」            

部」を「都市創造部」に、「水道局」を「上下水道部」に改める。 

第２条市長公室の項中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

  (3) 市行政の総合政策及び総合調整に関すること。 

  (4) 特命による重要施策の調査、計画及び推進に関すること。 

 第２条市長公室の項に次の１号を加える。 

  (8) 他の部の所管に属さないこと。 

第２条企画財政部の項中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５

号を第３号とし、同項第６号中「土木建築工事の入札」を「入札及び契約の総括

」に改め、同号を同項第４号とし、同項第７号から第１２号までを２号ずつ繰り

上げ、同項第１３号を削り、同項に次の１号を加え、同項を同条総務部の項とす

市民部」を「市民環境部」に、       を「福祉健康部」に、「都市整備 
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る。 

(11) 市税の賦課及び徴収に関すること。 

 第２条市民部の項を次のように改める。 

 市民環境部 

(1) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。 

(2) 人権施策に関すること。 

(3) 男女共同参画の推進に関すること。 

  (4) 消費生活その他の市民生活に関すること。 

  (5) 交通政策に関すること。 

  (6) 市民相談に関すること。 

  (7) 環境政策の総合的な企画及び調整に関すること。 

  (8) 環境衛生に関すること。 

  (9) 廃棄物（し尿を除く｡)の処理及び清掃に関すること。 

第２条福祉健康部の項第２号中「少子化対策及び」を削り、同条生活環境部の

項を削り、同条都市整備部の項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第

２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 緑化の推進に関すること。 

第２条都市整備部の項に次の１号を加え、同項を同条都市創造部の項とする。 

  (6) 農林業、商工業、観光その他産業振興に関すること。 

 第２条水道局の項に次の１号を加え、同項を同条上下水道部の項とする。 

  (2) し尿の処理に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （生駒市職員定数条例の一部改正） 
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２ 生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「第１２条第８項」を「第１２条第９項」に改める。 

  第２条第１項第１号中「５８０人」を「４７１人」に改め、同項第３号中「

２４０人」を「２９９人」に改め、同項第７号中「４人」を「５人」に改め、

同項第８号中「５４人」を「５０人」に改め、同項中「１，０４５人」を「９

９２人」に改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 併任に係る職員については、前項の職員の定数外とする。 

 （生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

３ 生駒市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年２月生駒市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「水道局」を「上下水道部」に改める。 

 （生駒市水道事業給水条例の一部改正） 

４ 生駒市水道事業給水条例（昭和３５年１２月生駒市条例第３２号）の一部を

次のように改正する。 

  第２０条第２項中「市の水道局の職員」を「市職員」に改める。 
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